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当社のコーポレートガバナンスに関する取組について

1 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、池田泉州銀行などを子会社とする持株会社であり、「幅広いご縁」と「進取の精神」を大切に、
お客さまのニーズに合ったサービスを提供し、地域の皆さまに「愛される」金融グループを目指すこと
を経営理念に掲げ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、次の基本的な考え方に沿っ
て、コーポレートガバナンスの充実に取組んでおります。
（１）株主の皆さまの権利を尊重するとともに、平等性の確保に努めます。
（２）ステークホルダーの利益を考慮するとともに、適切な協働に努めます。
（３）会社情報を適切に開示するとともに、その会社情報の透明性の確保に努めます。
（４）取締役会及び監査役会は株主の皆さまに対する受託者責任を踏まえ、業務執行の監督及び監査の

実効性向上に努めます。
（５）持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主の皆さまとの建設的な対話に努め

ます。

2 当社グループのコーポレートガバナンス体制について
第16期定時株主総会の第2号議案の承認を前提として、当社は監査役会設置会社から指名委員会等設置
会社へ移行します。また、当社の中核子会社である池田泉州銀行は監査等委員会設置会社へ移行しま
す。
１の基本的な考え方に基づいたガバナンスの強化と企業価値の向上を実現するための制度として、指名
委員会等設置会社へ移行することが最も有効であると考えております。移行の目的は、①経営の透明性
の向上：社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を設置することにより、経営の
透明性・客観性の向上を図れること。②意思決定の迅速化：代表執行役への大幅な権限委譲を実施し、
取締役会と執行役の権限と責任の所在を明確化し、機動的な経営の意思決定を実現することでありま
す。
当社のコーポレートガバナンス体制は、以下の通りとなる予定です。
【取締役および取締役会】
取締役会は、法令上取締役会の専決事項とされている経営の基本方針等の業務執行の決定、ならびに取
締役および執行役の職務の執行の監督を主な役割とします。取締役会はその役割を果たすため、内部統
制システムの適切な構築とその運用の監督を行ってまいります。また、取締役会は、迅速かつ機動的な
意思決定と執行役等に対する監督強化を目的として、法令上取締役会の専決事項とされている事項など
に決議事項をしぼり、それ以外の業務執行の決定を、原則として、代表執行役社長に委任いたします。
【指名委員会】
指名委員会は、株主総会に提出する当社取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定するととも
に中核子会社である池田泉州銀行やグループ各社の取締役の選解任に関する諮問を行います。
当社グループ人事の透明性や客観性を確保するため、社外取締役を委員長とし、過半数を社外取締役で
構成する組織とする予定です。
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【報酬委員会】
報酬委員会は、当社取締役および執行役の個人別の報酬の決定のほか、グループ各社の取締役の個人別
の報酬の諮問を行います。また当社の役員報酬に関する基本方針、報酬制度の決定ならびにグループ各
社の役員報酬に関する基本方針、役員報酬制度の諮問を行います。
役員報酬の透明性や客観性を確保するため、社外取締役を委員長とし、過半数を社外取締役で構成する
組織とする予定です。
【監査委員会】
監査委員会は、取締役および執行役の職務執行の監査、当社の内部統制システムの構築および運用の状
況の監視および検証、執行役による子会社等の経営管理に関する職務執行状況の監視および検証、監査
報告の作成を行います。また、株主総会に提出する会計監査人の選解任ならびに不信任に関する議案の
内容の決定を行います。
監査委員会は、金融業務に精通した社内取締役による情報収集・委員会での情報共有ならびに内部監査
部門との連携が必要となることから社内非業務執行取締役を常勤の監査委員として選定し、委員長およ
び委員の過半数を社外取締役とする予定です。
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3 事業ポートフォリオに関する基本的な考え方
当社グループは、事業ポートフォリオに関する戦略の明確化や取締役会による監督の実効性向上を目的
に「事業ポートフォリオに関する基本的な考え方」を2022年5月に制定いたしております。

事業ポートフォリオに関する基本的な考え方

１．事業ポートフォリオマネジメントの目的
事業ポートフォリオマネジメントは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用関連会
社（以下「当社グループ」という。）全体の事業ポートフォリオの組み換えおよび経営資源配
分を通じて、事業間のシナジーを発揮し、当社グループ全体の持続的な企業価値向上を図るこ
とを目的とする。

２．事業領域の分類
事業ポートフォリオマネジメントにおいては、当社グループの事業領域を、コーポレートソリ
ューション部門、リテール部門、プライベートバンキング部門、地域共創部門およびその他
（市場部門）に分類し、各部門を事業ポートフォリオにかかる経営判断の基本的な単位とする。

３．経営判断の種類
事業ポートフォリオにかかる経営判断の種類は、次に掲げるとおりとする。
（1）新事業への進出
（2）既存事業の拡大、改善
（3）既存事業の縮小、既存事業からの撤退
（4）事業モデルの選択（自前または外部とのアライアンス）
（5）その他当社グループの企業価値に影響を及ぼし得る規模での事業ポートフォリオの変更
（6）（1）から（5）までの実施に伴う経営資源配分

４．ガバナンス体制
（1）当社取締役会は、事業ポートフォリオマネジメントに関する基本的な事項を決定し、事

業ポートフォリオマネジメントの運用を監督する。
（2）取締役会の監督の下、当社経営会議において、事業ポートフォリオマネジメントの運用

に関する重要事項を審議したうえ、社長がこれを決定する。
５．事業評価および非財務的価値の考慮

（1）事業ポートフォリオマネジメントに際しては、各部門の収益性、成長性および他の事業
とのシナジーを基本的な評価軸として、事業評価を行う。

（2）事業ポートフォリオにかかる経営判断は、事業評価の結果を活用するとともに、経営理
念との整合性や地域社会への貢献等の非財務的価値も十分に考慮して行う。

６．経営計画への反映
中期経営計画その他の経営計画の策定・変更時には、事業ポートフォリオおよび経営資源配分
計画の見直しの要否についても取締役会で審議したうえ、結果を経営計画に反映する。
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当社のコーポレートガバナンスに関する取組について

4 取締役会の実効性評価
当社は、取締役会の機能向上を目的として、実効性について毎年分析・評価を行っております。2020
年度からは、外部機関を活用して課題を浮き彫りにするような仕組みを確保したうえで、取締役・監査
役を対象として「取締役会の構成と運営」「経営戦略と事業戦略」「企業倫理とリスク管理」「経営陣の
評価と報酬」「株主等との対話」の5項目から構成されるアンケートを実施し、自己評価を行っており
ます。

【前年度の重要テーマと取組内容】
2024年度は以下の2項目を重要テーマと位置づけ、取締役会の実効性向上に努めてまいりました。
（1）取締役会の役割の検討

「監督と執行の適切な線引き」および「権限の委譲」に重点を置き、取締役会において機関設計
の変更を7回にわたり議論してまいりました。3月の取締役会において、本定時株主総会での承
認を前提として、池田泉州ホールディングスの指名委員会等設置会社への移行および池田泉州銀
行の監査等委員会設置会社への移行を決議いたしました。

（2）取締役会の役割を踏まえた議論・監督
特に、「DX推進や人材などの戦略」「グループガバナンスの強化」「サステナビリティを巡る課題
への対応」について議論および監督を行ってまいりました。
・DX推進に関しては、2024年6月に当社グループのデジタル分野における環境変化への対応の
実効性を高めるため、デジタル戦略部を設置いたしました。デジタル戦略会議を3ヶ月毎に実施
し、DX戦略、ＩＴ戦略、ＩＴガバナンスを議論するとともに、2025年度末にデジタル人材を
360名とするＫＰＩを設定いたしました。
・人材戦略に関しては、2023年度の人材育成計画の振り返りと2024年度の人材育成計画につ
いて議論いたしました。その他、男性の育児休業の指標や、女性管理職・女性役付者の登用状
況、経営と職員のコミュニケーション活性化施策、労務管理などについて議論しました。
・グループガバナンスの強化に関しては、グループベースで「三つの防衛線」の概念に基づく態
勢へ移行するため、規定類の整備を行いました。
・サステナビリティを巡る課題への対応に関しては、ＧＨＧ排出量算定システムの導入やＴＮＦ
Ｄ提言への対応などを議論いたしました。

重要テーマに対する取り組みに加え、運営面の更なる改善に向け、取締役会資料に総ページ数を
記載することや決議事項として具体的な内容を記載するなどの改善を行いました。また新たに、
社外取締役と社外監査役との意見交換会を開催し、情報共有の強化に取り組みました。
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【当年度の評価結果】
アンケート結果および取組内容をもとに、2025年4月および5月の取締役会において議論いたしまし
た。アンケートでは肯定的な評価が大部分を占め、前年度に設定した重要テーマについても具体的な取
り組みを実施していることから、取締役会の実効性は確保されていると評価しております。

『取締役会の実効性に関するアンケート』の実施要領
項目 2024年度 実施要領

対象者 池田泉州ホールディングス
取締役9名＋監査役4名

池田泉州銀行
取締役11名（兼務を含む）＋監査役4名

（計19名）

質問内容 取締役会の構成と運営
経営戦略と事業戦略
企業倫理とリスク管理
経営陣の評価と報酬
株主等との対話
前回重要テーマを踏まえた改善への取組み

評価 5段階評価 自由記述設問

全項目評点：平均4.4pt
（2020年度4.5pt、2021年度4.4pt、2022年度4.2pt、2023年度4.4pt）

評価の割合：ポジティブ（評点5・4）92.7％、ネガティブ（評点2・1）0.6％

【さらなる実効性向上に向けた重要テーマ】
アンケートの自由記述ではより一層の実効性向上に向けた意見があり、取締役会での議論も踏まえ、
2025年度は以下の2項目を重要テーマと位置づけ、取り組んでいくことといたします。
（1）取締役会の監督機能の強化

上述の通り、当社では「監督と執行の適切な線引き」「権限の委譲」につき重点的に取り組んで
まいりましたが、本定時株主総会の承認を前提とした新機関設計では、これを更に前に進める
ことが可能となります。具体的には、取締役会から執行側に権限委譲できる幅が更に広がるた
め、執行側への権限委譲を更に進め、監督側と執行側の役割分担の明確化を通じて、取締役会
の監督機能を強化してまいります。

（2）重要領域に関する議論の充実
特に、DX推進、経営資源の配分、サステナビリティおよび役員報酬について、上程すべき内容
や論点の示し方を検討のうえ、議論の充実につながるよう取り組んでまいります。

その他、運営面の更なる改善を図るため、取締役会資料の更なる洗練化や、社外役員への情報提供の
機会の充実を進めて参ります。

なお、当社の主要子会社である池田泉州銀行においても同様に分析・評価を行い、同行の取締役会に
おいても実効性は十分確保されていると評価しております。
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5 当社の政策保有株式に関する考え方
（１）政策保有株式に関する基本方針

2010年の銀行合併以来、株式保有リスクの縮減を目的に、政策保有株式を縮減してまいりました。
今後も、政策保有株式を縮減してまいります。政策保有株式の縮減は、株式保有リスクや資本の効率
性等を総合的に検討の上で、取引先企業との十分な対話を前提に進めてまいります。
但し、当社グループおよび投資先の中長期的な企業価値向上に資する、あるいは、地域創生および地
域活性化にあたり必要と判断される場合には、限定的に株式を保有することがあります。

（２）政策保有株式の縮減方針

当社は、第5次中期経営計画期間中の2023年度末までに連結純資産に占める政策保有株式（みなし保
有を含む）の割合を20％未満とすることを縮減目標としておりました。同中期経営計画期間中に時価
で約150億円の政策保有株式を売却し、2023年度末に同比率は18.8％となり目標を達成しました。第
５次中期経営計画Plusの期間中（2024年度〜2025年度）も政策保有株式の売却・縮減を継続し、同
比率20％未満を維持することを目標としております。2024年度中には9銘柄・時価約25億円の売却を
実施し、年度末の同比率は15.5％となっております。

（３）政策保有株式の保有状況 代表取締役会長

代表取締役社長

取締役専務執行役員

専務執行役員

常務執行役員

執行役員

3,012～3,762

3,552～4,752

2,220～2,760

1,980～2,520

1,716～2,076

1,632～1,857

総報酬額（万円）

基本報酬 業績連動報酬 ストック・オプション
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6 役員報酬の決定方針について
第16期（2024年度）の当社の個別役員報酬の決定方針の詳細については、本招集通知55頁をご覧
ください。

第17期（2025年度）の当社の個別役員報酬の決定方針については、本株主総会で定款変更議案が承
認された場合には、新体制の報酬委員会で決定いたします。

第16期（2024年度）の役員報酬について
決定方針の下での第16期の役員報酬の内容については以下の通りでした。
株式会社池田泉州銀行との兼務者にあっては、同行から支給される金額を含んでおります。

１．報酬の全体像
役員報酬は基本報酬、業績連動報酬、ストック・オプションで構成される。

２．基本報酬
基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定める。



ご参考

当社のコーポレートガバナンスに関する取組について
３．業績連動報酬

第16期における業績指標は下記の通りとし、達成率に応じて業績連動報酬額が変動する。なお達
成率が設定範囲を下回った場合は、あらかじめ設定した業績連動報酬額の下限額を、上回った場合は
上限額を支給するものとする。各指標の目標値については取締役会で定める。

項目 業績指標
収益性指標 銀行単体コア業務純益（投資信託解約損益を除く）
将来性指標 ソリューション件数
健全性指標 持株会社連結自己資本比率

ただし業績連動報酬は下記の業績指標が取締役会で定める一定値を下回った場合は支給しない。
銀行単体コア業務純益（投資信託解約損益除く）
親会社株主に帰属する当期純利益（持株連結）

また、社長・会長以外の取締役については、業績連動報酬のうち一定比率を各個人の職務遂行状況
に応じた定性評価により決定する。職務遂行状況の評価基準は取締役会が定め、当該基準に基づく個
別の評価を社長に委任する。

４．非金銭報酬
ストック・オプションとして付与する新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各

新株予約権の目的である株式の数は100株とする。
新株予約権の払込金額に相当する額は、役位、職責、株価等を踏まえて決定する。その額をブラッ

ク・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価格で除し株式数を
算出し、株式数を100で除したものを新株予約権の個数とする。

なおストック・オプションには、違法もしくは不正な職務執行、善管注意義務・忠実義務に抵触す
る行為、またはこれらに準ずる行為があると認められるときは、当社が該当する新株予約権者の保有
するすべての新株予約権（当社の非金銭報酬として付与したものに限る。）を無償にて取得すること
ができるクローバック条項を設ける。




